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施策２-１-１ 子育てを社会全体で支える取組の推進

直接目標

地域で子育てを支えるしくみをつくる

主な成果指標

名 称
（指標の出典） 

現     状 
第１期実施計画期間
における目標値 

第２期実施計画期間
における目標値 

第３期実施計画期間
における目標値 

ふれあい子育てサポー
トセンターの利用者数
（こども本部調べ） 

15,665 人
（平成２６年度） 

16,300 人以上
（平成２９年度） 

16,600 人以上
（平成３３年度） 

16,600 人以上
（平成３７年度） 

地域子育て支援センタ
ー利用者の満足度 
※10 点満点 
（こども本部調べ） 

8.9
（平成２７年度） 

8.9 以上
（平成２９年度） 

9.0 以上
（平成３３年度） 

9.1 以上
（平成３７年度） 

計画期間の主な取組

事務事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○地域における子
育て支援の推進 

●地域子育て支援センタ
ーにおける子育て情報の
提供・相談支援事業等の
実施（53か所） 
（H26 延べ利用人数： 
      278,563 人） 

●ふれあい子育てサポー
ト事業の実施 
（H26 子育てヘルパー会
員平均登録数：全 767人） 

●「子どもの未来応援プ
ラン」の策定及び計画に
基づく取組の推進 

●地域子育て支援センタ
ーにおける子育て情報の
提供・相談支援事業等の
充実に向けた取組の実施 
（延べ利用人数： 
    279,000 人以上） 

●事業の利用促進に向け
た取組の実施 
（子育てヘルパー会員平
均登録数：全 790 人以上） 

●プランに基づく取組の
推進 

●事業の利用促進に向け
た取組の実施 
（子育てヘルパー会員平
均登録数：全 810 人以上） 

●プランの中間評価と計
画の検証の実施 

事業推進 

○小児医療費助成
事業 

●通院医療費助成対象年
齢の引上げの実施 
（小学校 1年生 
           ⇒2年生） 

●通院医療費助成対象年
齢の引上げの実施 
（H28.4 から 
小学校 2年生⇒3年生） 

●H29.4 からの小学校 6
年生までの通院医療費助
成対象年齢の引上げに向
けた検討 

●通院医療費助成対象年
齢の引上げの実施 
（H29.4 から 
小学校 3年生⇒6年生） 

事業推進 

○児童手当支給事
業 

●児童手当の支給（H26
支給児童 193,785 人） 

●対象者への児童手当の
支給 

事業推進 

地域の中で、親子で遊
べる場づくりを推進す
るとともに、互いに支
え合う子育て援助活
動を促進するなど子育
てに不安を感じる家庭
への相談・支援体制づ
くりを進めます。 

子どもにかかる医療
費の一部を助成するこ
とにより、子どもの健
康保持や健全な育成
を図ります。 

子どもを養育する家庭
に、児童手当を支給す
ることで、生活の安定
を図りながら、子ども
のすこやかな成長と発
達を図ります。 



施策２-１-１ 子育てを社会全体で支える取組の推進

事務事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○児童福祉施設等
の指導・監査 

●児童福祉関係法令に基
づく保育所などの児童福
祉施設（H26 監査件数 215
件）及び運営法人に対す
る指導・監査の実施 

●児童福祉関係法令に基
づく保育所などの児童福
祉施設及び運営法人に対
する指導・監査の実施 

●効率的・効果的な指
導・監査事務の実施と指
導・監査体制充実に向け
た検討 

●児童福祉関係法令に基
づく保育所などの児童福
祉施設及び運営法人に対
する指導・監査の実施 

●指導・監査体制充実と
効率的・効果的な指導・
監査事務の実施 

事業推進 

施設の増加や多様な
運営主体の参入など、
安定的かつ継続的な
法人・施設運営などの
質の確保に向け、適
切な指導・監査を実施
します。 



施策２-１-２ 質の高い保育・幼児教育の推進

施策２-１-２ 質の高い保育・幼児教育の推進

直接目標

子どもを安心して預けられる環境を整える

主な成果指標

名 称
（指標の出典） 

現     状 
第１期実施計画期間
における目標値 

第２期実施計画期間
における目標値 

第３期実施計画期間
における目標値 

待機児童数 
（こども本部調べ） 

0 人
（平成２７年４月） 

0 人
（平成２９年４月） 

0 人
（平成３３年４月） 

0 人
（平成３７年４月） 

保育所等における利用
者の満足度※10 点満点 
（こども本部調べ） 

7.9
（平成２７年度） 

8.0 以上
（平成２９年度） 

8.2 以上
（平成３３年度） 

8.4 以上
（平成３７年度） 

計画期間の主な取組

事務事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○待機児童対策事
業 

●区におけるきめ細かな
保育所入所相談・コーデ
ィネートの実施 

●横浜市との協定に基づ
く川崎認定保育園と横浜
保育室の相互利用の促進 

●横浜市との協定に基づ
く認可保育所の共同整備 

●区における保育所入所
相談・コーディネート機
能の充実 

●協定に基づく川崎認定
保育園と横浜保育室の相
互利用の促進 
（横浜保育室利用人数： 
        20 人） 

●協定に基づき共同整備
した認可保育所の開所 
（H28.4 開所 
  幸いづみ保育園 
    定員数：90人） 

●協定に基づく共同整備
に向けた検討 

事業推進 

当面の人口増に対応
した保育ニーズの高ま
りや待機児童解消へ
の期待からの新たな
保育需要に対応する
ため、待機児童対策を
継続して推進します。 



施策２-１-２ 質の高い保育・幼児教育の推進

事務事業名 

現状 事業内容・目標

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○認可保育所整備
事業 

●認可保育所（271 園）
の整備の推進 
（H27.4 の定員数: 
            22,340 人） 

●認可保育所における保
育受入枠の拡大 
（H28.4 の定員数： 
      23,945 人） 
（30園：定員1,605人増） 
・川崎区 
（3園：定員 130 人増） 
・幸 区 
（6園：定員 395 人増） 
・中原区 
（7園：定員 380 人増） 
・高津区 
（6園：定員 315 人増） 
・宮前区 
（5園：定員 275 人増） 
・多摩区 
（1園：定員 60人増） 
・麻生区 
（2園：定員 50人増） 

●認可保育所における保
育受入枠の拡大 
（H29.4 の定員数： 
      25,390 人） 
    （定員 1,445 人増） 
①市有地貸与・民有地等 
活用型 
・川中島 1丁目（60人） 
・塚越 1丁目（40人） 
・北加瀬１丁目（60人） 
②鉄道事業者活用型 
・武蔵中原駅周辺(60人) 
③民間事業者自主整備型 
・新小倉（60人） 
・小杉町 2丁目（90人） 
・（仮称）川崎ふたば 
 保育園（60人） 
④民間事業者活用型 
（定員：765 人増） 
⑤公立保育所民営化 
・渡田保育園跡地 
（定員：10人増） 
・向丘保育園跡地 
（定員：25人増） 
・東中野島保育園跡地 
（定員：10人増） 
⑥既存保育所の定員増 
・アリス宿河原保育園 
（定員：25人増） 
⑦横浜市との共同整備 
（定員：30人増） 
⑧川崎認定保育園の認可
化等（定員：150 人増） 

●認可保育所における保
育受入枠の拡大 
（H30.4 の定員数： 
      26,240 人） 

○民間保育所運営
事業 

●民間保育所（222 園）
の運営 
（H27.4 の 
定員数：17,515 人 
入所児童数：17,577 人） 

●地域型保育事業（小規
模保育・家庭的保育・事
業所内保育）の推進 
（H27.4 の 
定員数：364 人 
入所児童数：325 人） 

●一時保育の実施 
（H27.4 実施園 
    ：全 58か所） 

●病児・病後児保育事業 
の実施（H27.4 実施園：
全 5か所） 

●公設民営（指定管理者
制度導入）保育所の民設
化の推進 
（H27 民設化園：5園） 

●民間保育所（249 園）
における受入児童数拡大 
（H28.4 の 
  定員数：19,515 人） 

●地域型保育事業におけ
る受入児童数の拡大 

（H28.4 の 
定員数：534 人） 

●一時保育の拡大 
（H28.4 実施園 
    ：全 64か所） 

●病気の回復期に至って
いない病児・病後児を対
象とした保育事業の拡大 
（H28.4 実施園 
        ：全 6か所） 

●病気の回復期にあるも
のの保育園等には通園で
きない児童を対象とした
病後児保育事業の病児保
育事業への転換の促進 

●公設民営（指定管理者
制度導入）保育所の民設
化の推進 
（民設化園：2園） 

●民間保育所における受
入児童数拡大 
（H29.4 の定員数： 
           21,355 人） 

●地域型保育事業におけ
る受入児童数の拡大 

（H29.4 の 
定員数：957 人） 

●一時保育の拡大 
（H29.4 実施園 
    ：全 69か所） 

●病気の回復期に至って
いない病児・病後児を対
象とした保育事業の拡大 
（H29.4 実施園 
    ：全 7か所） 

●公設民営（指定管理者
制度導入）保育所の民設
化の推進 
（民設化園：5園） 

●公設民営（指定管理者
制度導入）保育所の民設
化の推進 
（H31 民設化園：3園） 

長時間延長保育や一
時保育、休日保育など
の多様な保育サービ
スを充実するととも
に、質の高い保育サ
ービスを提供します。 

高まる保育ニーズに
適切に対応するため、
「子ども・子育て支援
事業計画」に基づき、
認可保育所の整備を
推進します。 



施策２-１-２ 質の高い保育・幼児教育の推進

事務事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○公立保育所運営
事業 

●公立保育所の運営 

●公立保育所の民営化の
推進 
（H27 民営化園：3園） 

●公民保育所職員研修の
実施 
（H26 参加者数 
            ：2,379 人） 

●公立保育所の老朽化対
策の推進 

・大島・大島乳児保育
園の整備 
（基本・実施設計） 
・夢見ヶ崎保育園の移
転整備 
（基本・実施設計） 

●公立保育所の民営化の
推進 
 （民営化園：4園）

●公民保育所職員研修の
実施 
（参加者数 
    ：2,800 人以上） 

●公立保育所の老朽化対
策の推進 

・大島・大島乳児保育
園の整備 
（工事着手） 
・夢見ヶ崎保育園の移
転整備 
（改修工事着手） 

●公立保育所の民営化の
推進 
（民営化園：5園） 

●公民保育所職員研修の
実施 
（参加者数 
    ：3,000 人以上） 

●公立保育所の老朽化対
策の推進 

・大島・大島乳児保育
園の整備 
（新園舎運営開始） 
・夢見ヶ崎保育園の移
転整備 
（新園舎運営開始） 

●公立保育所の民営化の
推進 
（H30 民営化園：4園） 

○認可外保育施設
支援事業 

●保護者への保育料補助
の実施 
（H26 助成児童数 
        ：4,171 人） 

●認可外保育施設等への
支援 

・川崎認定保育園 
（126 園） 
（受入児童数 
    ：3,829 人） 

・おなかま保育室 
（8施設） 
（受入児童数：177人） 

●保護者への保育料補助
の実施 
（助成児童数 
        ：4,171 人） 

●川崎認定保育園及びお
なかま保育室の認可化の
推進 

・川崎認定保育園及び
おなかま保育室によ
る児童の受入の促進 
（受入児童数 
    ：4,310 人） 

事業推進 

○幼児教育推進事
業 

●保護者への保育料補助
の実施 
（H26 助成児童数 
        ：23,762 人） 

●一時預かり事業の推進 
（H27実施園数：全12園） 

●認定こども園への移行
（H27 実施園数：2園） 

●保護者への保育料補助
の実施 
（助成児童数 
        ：21,060 人） 

●一時預かり事業の推進 
（実施園数：全 27園） 

●認定こども園への移行
の促進 
（実施園数：1園） 

●一時預かり事業の推進 
（実施園数：全 40園） 

●認定こども園への移行
の促進 
（実施園数：1園） 

事業推進 

○保育士確保対策
事業 

●「かながわ保育士・保
育所支援センター」（神奈
川県・横浜市・川崎市・
相模原市・横須賀市の共
同事業）の運営 

●保育士養成機関等と連
携した保育士就職相談
会、就職セミナー、保育
体験事業の実施 
（H26 参加者数：139人） 

●保育士宿舎借り上げ事
業の実施の検討 

●保育士資格取得支援事
業の実施 

●「かながわ保育士・保
育所支援センター」との
連携による潜在保育士確
保策の推進 

●保育士養成機関等と連
携した保育士就職相談
会、就職セミナー、保育
体験事業の実施 
（参加者数：180人以上）

●保育士宿舎借り上げ事
業の実施 
（補助対象：300 人） 

●保育士資格取得支援事
業の実施 

事業推進 

○保育料対策事業 ●保育料収納対策の強化
の取組の実施 
（H26 収納率：97.4％） 

●保育料等の負担のあり
方の検討 

●保育料収納対策の強化
の取組の実施 
（収納率：97.6％以上） 

●保育料等の負担のあり
方の検討結果に基づく取
組の推進 

●保育料収納対策の強化
の取組の実施 
（収納率：97.6％以上） 

事業推進 

保育の質の向上に向
け、民間保育所への
支援機能を強化すると
ともに、在宅で子育て
する家庭への支援機
能を充実します。 

待機児童対策として、
認可外保育施設等へ
の支援を拡充すること
により、安定的な保育
受入枠の確保を図る
とともに、保育の質の
向上を図りながら認可
化を推進します。 

保育受入枠の拡大に
合わせ、保育士確保
対策を推進するととも
に、保育所職員に必
要な専門的知識・技術
等の習得に向けた研
修等を実施します。 

保育料を滞納している
世帯に対し、納付指
導、督促を徹底すると
ともに、保育サービス
の受益と負担の適正
化に向けた取組を推
進します。 

質の高い幼児教育の
推進を図るとともに、
認定こども園への移
行促進や幼稚園にお
ける一時預かり事業を
推進します。 



施策２-１-３ 子どものすこやかな成長の促進

施策２-１-３ 子どものすこやかな成長の促進

直接目標

子どもがすこやかに成長できるしくみをつくる

主な成果指標

名 称
（指標の出典） 

現     状 
第１期実施計画期間
における目標値 

第２期実施計画期間
における目標値 

第３期実施計画期間
における目標値 

乳幼児健診の平均受診
率 
（こども本部調べ） 

97.2% 
（平成２６年度） 

97.3%以上
（平成２９年度） 

97.3%以上
（平成３３年度） 

97.4%以上
（平成３７年度） 

子育てが楽しいと思う
人の割合 
（こども本部調べ） 

97.5% 
（平成２７年度） 

97.6%以上
（平成２９年度） 

97.7%以上
（平成３３年度） 

97.8%以上
（平成３７年度） 

わくわくプラザの登録
率 
（こども本部調べ） 

46.3% 
（平成２６年度） 

47%以上
（平成２９年度） 

49%以上
（平成３３年度） 

51%以上
（平成３７年度） 

わくわくプラザ利用者
の満足度※10点満点 
（こども本部調べ） 

7.3
（平成２７年度） 

7.4 以上
（平成２９年度） 

7.7 以上
（平成３３年度） 

8.0 以上
（平成３７年度） 

計画期間の主な取組

事務事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○妊婦・乳幼児健康
診査事業 

●不妊特定治療の相談及
び治療費の一部助成の実
施 
（H26 助成件数 
           ：2,675 件） 

●妊産婦健康診査の費用
の一部助成の実施 
（H26 助成件数 
          ：186,555 件） 

●乳幼児健康診査の再構
築及び実施 

・3か月、1歳 6か月、
3 歳児は各区で健診
（H26 受診者数 
 40,793 人） 
・7 か月、10 か月、4
歳、5歳児は医療機関
で健診（H26受診者数 
 46,936 人）

●母子保健情報の電子化
に向けた取組の実施 

●健診未受診者へのフォ
ローの実施 

●不妊特定治療の相談及
び治療費の一部助成の実
施 

●妊産婦健康診査の費用
の一部助成の実施 
（助成件数 
   ：186,600 件以上） 

●再構築後の乳幼児健康
診査の実施 

・1 歳 6 か月、3 歳 6
か月児は各区で健診 

・3 か月、7 か月、5
歳児は医療機関で健
診 

●母子保健システム（母
子保健情報の電子化）の
稼動 

●健診未受診者へのフォ
ローの実施 

●医療機関との連携した
健診後の要支援家庭等へ
の支援の充実 

●医療機関との連携した
健診後の要支援家庭等へ
の支援に向けた取組の推
進 

事業推進 

妊娠・出産を安全・安
心に迎えるため、母子
の健康状態を確認す
るとともに、乳幼児の
発育状況、疾病等の
予防や早期発見など、
母と子の健康増進を
図ります。 
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事務事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○母子保健指導・相
談事業 

●思春期の心と身体の健
康教育の実施 
（H26 参加者数 
          ：6,201 人） 

●各区における母子健康
手帳の交付・相談の実施 

●各区における両親学級
等の開催による出産・育
児支援の実施 
（H26 両親学級参加者
数：6,263 人）

●新生児訪問及びこんに 
ちは赤ちゃん訪問の実施 
（H26 訪問実施率 
              ：89.9％）

●産後ケア事業の実施 
（H26 利用者数 
     ：延べ 142件） 

●思春期の心と身体の健
康教育の実施 
（参加者数 
        ：6,300 人以上） 

●各区における母子健康
手帳の交付・相談体制の
強化 

●各区における両親学級
等の開催による出産・育
児支援の実施 
（両親学級参加者数 
        ：6,300 人以上）

●新生児訪問及びこんに
ちは赤ちゃん訪問の実施 
（訪問実施率：100％） 

●産後ケア事業の実施 
（利用者数 
   ：延べ 905 件以上） 

●各区における母子健康
手帳の交付・相談の実施 

事業推進 

○青少年活動推進
事業 

●地域巡回パトロールな
どの青少年指導員活動へ
の支援 
（H26 巡回回数：月 2回） 

●青少年指導員制度の充
実に向けた検討 

●子ども会・ボーイスカ
ウト・ガールスカウト・
海洋少年団等の青少年関
係団体と連携した青少年
育成指導者養成や青少年
活動の推進 
（H26 研修会開催回数 
              ：9回）

●青少年健全育成功労者
表彰の実施 

●地域巡回パトロールな
どの青少年指導員活動へ
の支援の充実 
（巡回回数：月 2回以上） 

●青少年指導員制度の充
実に向けた検討結果に基
づく取組の推進 

●子ども会・ボーイスカ
ウト・ガールスカウト・
海洋少年団等の青少年関
係団体と連携した青少年
育成指導者養成や青少年
活動の推進 
（研修会開催回数 
      ：9回以上） 

●青少年健全育成功労者
表彰の実施 

事業推進 

○こども文化セン
ター運営事業 

●こども文化センターの
運営（59か所） 
 （H26利用人数 
    ：1,883,848 人） 

●こども文化センターの
今後のあり方等の検討 

●新小杉こども文化セン
ターの移転整備に向けた
検討 

●多世代の交流促進に向
けた、老人いこいの家と
の連携モデル事業の実施 
（藤崎・子母口） 

●こども文化センターに
おける青少年の健全育成
事業の実施 
（利用人数 
  ：1,884,000 人以上） 

●こども文化センターの
今後のあり方等の検討 

●新小杉こども文化セン
ターの整備 

●多世代の交流促進に向
けた、老人いこいの家と
の連携モデル事業の拡大
及び検証（全 6か所） 

●多世代交流を促進し、
青少年健全育成の場や高
齢者の生きがい・健康づ
くりの場ともなる地域コ
ミュニティ形成のための
拠点整備に向けた検討 

●こども文化センターの
今後のあり方等の検討結
果に基づく取組の推進 

●多世代の交流促進に向
けた、老人いこいの家と
の連携モデル事業の拡大
及び検証（全 13か所） 

●地域コミュニティ形成
のための拠点整備に向け
た検討結果に基づく取組
の推進 

●新小杉こども文化セン
ターの完成 
（H31 予定） 

○わくわくプラザ
事業 

●わくわくプラザ事業の
実施（小学校 113 校内） 

●子育て支援わくわくプ
ラザ事業の実施 
（H26 利用人数 
      ：140,664 人） 

●わくわくプラザ事業の
今後のあり方等の検討 

●プラザ室の維持・補修
の実施 

●わくわくプラザ事業の
実施 

●子育て支援わくわくプ
ラザ事業の実施 
（利用人数 
   ：141,000 人以上）

●わくわくプラザ事業の
今後のあり方等の検討 

●プラザ室の計画的な維
持・補修の実施 

●わくわくプラザ事業の
今後のあり方等の検討結
果に基づく取組の推進 

●プラザ室の計画的な維
持・補修の実施 

事業推進 

思春期から、妊娠・出
産、乳幼児期までライ
フサイクルの各時期に
応じて、健全な母性の
育成、子育て支援など
親と子の健康づくりを
進めます。 

地域の中で、青少年
の健全育成を推進す
るため、青少年指導員
による活動を支援する
とともに、子ども会を
はじめとした青少年関
係団体と連携した取組
を進めます。 

子どもの多様な体験
や活動を通じた児童
の健全育成を推進す
るとともに、市民活動
の地域拠点としての活
用を図ります。 

すべての小学生を対
象に、学校や地域との
連携を図りながら、放
課後等に児童が安全・
安心に過ごせる場づく
りを進めます。 
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事務事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○青少年教育施設
の管理運営事業 

●八ヶ岳少年自然の家に
おける団体宿泊訓練や自
然に親しむ学習活動探求
野外観察などの実施 
（H26 利用人数 
      ：99,126 人） 

●黒川青少年野外活動セ
ンターにおける野外自然
観察活動の実施 
（H26 利用人数 
      ：29,386 人） 

●子ども夢パークにおけ
る子どもを対象とした文
化・芸術・スポーツ等の
各種講座等の開催 
（H26 利用人数 
      ：91,437 人） 

●青少年の家における団
体宿泊活動の実施 
（H26 利用人数 
      ：40,592 人） 

●八ヶ岳少年自然の家に
おける団体宿泊訓練や自
然に親しむ学習活動探求
野外観察などの実施 
（利用人数 
    ：99,200 人以上） 

●黒川青少年野外活動セ
ンターにおける野外自然
観察活動の実施 
（利用人数 
    ：29,600 人以上） 

●子ども夢パークにおけ
る子どもを対象とした文
化・芸術・スポーツ等の
各種講座等の開催 
（利用人数 
    ：92,000 人以上） 

●青少年の家における団
体宿泊活動の実施 
（利用人数 
    ：41,000 人以上） 

●黒川青少年野外活動セ
ンターにおける野外自然
観察活動の実施 
（利用人数 
    ：29,800 人以上） 

事業推進 

青少年啓発活動事
業 

●成人式サポーターグル
ープや各種青少年団体等
が企画・運営した「成人
の日を祝うつどい」の開
催 
（H26 協力運営ボランテ
ィア人数：135人） 

●青少年自身が同世代の
ふれあい・体験を目的に
企画・運営した「青少年
フェスティバル」の開催 
（H26 協力運営ボランテ
ィア人数：128人） 

●こども 110 番事業な
ど、青少年の育成環境づ
くりに向けた取組の推進 

●成人式サポーターグル
ープや各種青少年団体等
が企画・運営した「成人
の日を祝うつどい」の開
催 
（協力運営ボランティア
人数：140人以上） 

●青少年自身が同世代の
ふれあい・体験を目的に
企画・運営した「青少年
フェスティバル」の開催 
（協力運営ボランティア
人数：130人以上） 

●こども 110 番事業な
ど、青少年の育成環境づ
くりに向けた取組の推進 

事業推進 

団体宿泊生活や野外
活動を通じて心身とも
に青少年の健全な育
成を図るとともに、子
どもの遊び、活動の促
進に向けた場を提供し
ます。 

青少年が積極的に社
会活動に参加できる
育成環境づくりと意識
の醸成に向けて、青少
年自身が企画・運営に
携わる場を提供すると
ともに、各種団体等と
連携した育成環境づく
りを進めます。
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施策２-１-４ 子どもが安心して暮らせる支援体制づくり

直接目標

子どもが安心して育つしくみをつくる

主な成果指標

名 称
（指標の出典） 

現     状 
第１期実施計画期間
における目標値 

第２期実施計画期間
における目標値 

第３期実施計画期間
における目標値 

里親の登録者数 
（こども本部調べ） 

116人 
（平成２７年度） 

118人以上
（平成２９年度） 

122人以上
（平成３３年度） 

126人以上
（平成３７年度） 

地域で子どもを見守る
体制づくりが進んでい
ると思う人の割合 
（こども本部調べ） 

30.8% 
（平成２７年度） 

36%以上
（平成２９年度） 

45%以上
（平成３３年度） 

54%以上
（平成３７年度） 

計画期間の主な取組

事務事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○児童虐待防止対
策事業 

●児童虐待防止センター
による電話相談の実施 

●児童虐待防止普及啓発
活動の実施 
（H26 実施回数：13回） 

●要保護児童対策地域協
議会の運営体制の充実 

●児童虐待防止センター
による電話相談の実施 

●児童虐待防止普及啓発
活動の実施 
（実施回数：16回以上） 

●各区の要保護児童対策
地域協議会実務者会議に
おける要保護児童等への
きめ細かな対応と個別支
援の充実 

●児童虐待防止普及啓発
活動の実施 
（実施回数：18回以上） 

●各区の要保護児童対策
地域協議会実務者会議に
おける要保護児童等への
きめ細かな対応と個別支
援の充実 

事業推進 

○児童相談所運営
事業 

●子どもの置かれた状況
に応じた子ども及び家庭
への相談・援助の実施 

●要保護児童の一時保護
及び児童養護施設等への
措置 

●各区役所と連携したハ
イリスク家庭の早期把握
に向けた取組の推進 

●児童相談体制の充実に
向けた検討 

●子どもの置かれた状況
に応じた子ども及び家庭
への相談・援助の実施 

●要保護児童の一時保護
及び児童養護施設等への
措置 

●各区役所と連携したハ
イリスク家庭の早期把握
に向けた取組の推進 

●専門的知識を有する職
員の増員など児童相談体
制の充実 

●要保護児童の一時保護
及び児童養護施設等への
措置 

事業推進 

○里親制度推進事
業 

●里親制度の普及・啓発
活動の推進 

●里親養育体験発表会及
び制度説明会の開催 
（H26 開催回数：2回） 

●里親養育技術の向上の
ための研修会等の実施 

●ふるさと里親事業の実
施 
（H26 登録者数：58人） 

●ＮＰＯ法人等が行う里
親支援機関事業の実施 

●里親制度の普及・啓発
活動の推進 

●里親養育体験発表会及
び制度説明会の開催 
（開催回数：3回以上） 

●里親養育技術の向上の
ための研修会等の実施 

●ふるさと里親事業の実
施 
（登録者数：62人以上） 

●ＮＰＯ法人等が行う里
親支援機関事業の実施 

●ふるさと里親事業の実
施 
（登録者数：64人以上） 

事業推進 

児童虐待の早期発
見・早期対応、未然防
止に向けた子育て支
援や専門的な支援の
充実を図るとともに、
関係機関と連携しなが
ら地域の支援体制づく
りを進めます。 

増加する児童虐待や
複雑・多様化する児童
家庭相談に対し、専門
性を活かした相談援
助を行うとともに、支
援が必要な児童の一
時保護等を行います。 

家庭で養育が困難な
児童を家庭的な雰囲
気で養育するため、里
親制度の推進を図り
ます。 
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事務事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

○児童養護施設等
運営事業 

●乳児院の運営 
（市内 2か所） 

●児童養護施設の運営 
（市内 4か所） 

●こども心理ケアセンタ
ーの開設 

●児童ファミリーグルー
プホームの運営支援 
（市内 9か所） 

●乳児院における社会的
養護の推進 

●児童養護施設による社
会的養護の推進 

●こども心理ケアセンタ
ーにおける心理的ケア等
を必要とする児童への支
援及び施設内学級の設置 

●児童ファミリーグルー
プホームにおける家庭的
養護の推進 

●こども心理ケアセンタ
ーにおける心理的ケア等
を必要とする児童への支
援 

事業推進 

○ひとり親家庭の
生活支援事業 

●児童扶養手当の支給 

●ひとり親家庭への医療
費の一部助成の実施 

●母子・父子福祉センタ
ーの運営 

（H26 自立支援プログラ
ム策定件数：58件） 

●ひとり親家庭への資格
取得支援の実施 
（H26 高等職業訓練促進
給付金新規認定：12件） 

●ひとり親家庭への日常
生活支援の実施 

●母子家庭の保護・自立
促進に向けた母子生活支
援施設の運営 

●今後のひとり親施策の
あり方の検討 

●対象者への児童扶養手
当の支給 

●対象家庭への医療費の
一部助成の実施 

●母子・父子福祉センタ
ーにおける生活・就業相
談及び支援の実施 
（自立支援プログラム策
定件数：75件以上）

●ひとり親家庭への自立
支援教育訓練給付金・高
等職業訓練促進給付金の
支給（高等職業訓練促進
給付金新規認定 
     ：19件以上） 

●ひとり親家庭への日常
生活支援の実施 

●母子家庭の保護・自立
促進に向けた母子生活支
援施設の運営 

●今後のひとり親施策の
あり方の検討 

●母子・父子福祉センタ
ーにおける生活・就業相
談及び支援の実施 
（自立支援プログラム策
定件数：85件以上） 

●今後のひとり親施策の
あり方の検討結果に基づ
く取組の推進 

事業推進 

○女性保護事業 ●女性相談員による相
談・保護・自立支援の実
施 

●ＤＶ被害者等への相
談・支援の充実に向けた
ＤＶセンター機能の拡充
の検討 

●ＤＶ被害者等の緊急一
時保護の実施 

●女性相談員による相
談・保護・自立支援の実
施 

●各区におけるＤＶ被害
者等への相談・支援の充
実に向けたＤＶセンター
機能の拡充 

●ＤＶ被害者等の緊急一
時保護の実施 

●ＤＶセンター機能を活
用した各区におけるＤＶ
被害者等への相談・支援
の実施 

事業推進 

○子ども・若者支援
推進事業 

●「子ども・若者ビジョ
ン」の策定 

●ひきこもり等児童福祉 
事業の実施 

●児童家庭支援センター
の運営（H26：全 4か所） 

●「子ども・若者ビジョ
ン」に基づく取組の推進 

●ひきこもり等児童福祉
事業の実施 

●地域における身近な相
談・支援の充実 
（全 6か所） 

●「子ども・若者ビジョ
ン」に基づく取組の推進
及び検証の実施 

事業推進 

ひとり親家庭に対し
て、日常生活の相談
支援や就業相談支援
など安心して自立した
家庭生活が送れるよう
取組を進めます。 

日常生活にさまざまな
困難を抱える女性の
相談・支援を行うととも
に、ＤＶ被害者等への
支援に取り組みます。 

子ども・若者が自立し
て、社会生活を営むこ
とができるよう、困難
な状況にある子どもや
家庭への支援に取り
組みます。 

児童養護施設におけ
る要保護児童の処遇
向上に向け、家庭的
養護の充実を図りま
す。 



施策２-１-４ 子どもが安心して暮らせる支援体制づくり

事務事業名 

現状 事業内容・目標 

平成 26～27 
（2014～15）年度

平成 28（2016）
年度 

平成 29（2017）
年度 

平成 30（2018）
年度以降 

小児ぜん息患者医
療費支給事業 

●小児ぜん息患者へ医療
費の一部を支給 

●小児ぜん息患者へ医療
費の一部を支給 

事業推進 

小児慢性特定疾病
医療等給付事業 

●小児慢性特定疾病患者
等への医療費等の給付 

●小児慢性特定疾病患者
等への医療費等の給付 

事業推進 

母子父子寡婦福祉
資金貸付事業 

●母子父子寡婦家庭への
修学資金や修業資金等の
貸付事業の実施 
（H26 貸付件数 263 件） 

●貸付金の滞納整理及び
長期未納の防止に向けた
取組の推進 

●対象者への貸付事業の
実施 

●貸付金の滞納整理及び
長期未納の防止に向けた
取組の推進 

事業推進 

災害遺児等援護事
業 

●児童を扶養する保護者
への福祉手当の支給 

●小・中学校の入学・卒
業祝金品の贈呈 

●対象者への福祉手当の
支給 

●小・中学校の入学・卒
業祝金品の贈呈 

事業推進 

疾病や障害を持ち、長
期治療等を要する児
童に対し、小児慢性特
定疾病医療や育成医
療などの医療費を給
付することにより、児
童の健康と福祉の向
上を図ります。 

修学資金や修業資金
等を貸し付けるなど、
ひとり親家庭等の経済
的自立と生活意欲の
向上を図ります。 

災害により、父や母等
が死亡又は重度の障
害を有することとなっ
た児童を扶養する保
護者に対して、福祉手
当を支給することによ
り、災害遺児の福祉の
増進を図ります。 

小児ぜん息患者に係
る医療費の一部を支
給することにより、児
童福祉の増進を図り
ます。 


